
（仮称）手話言語法の制定を求める意見書  
 
手話は、手指の動きや表情などを用いて表現し、独自の語彙や文法体系

を持つ言語であり、聴覚障害者にとって情報獲得とコミュニケーションの

ための大切な手段です。  
平成１８年１２月、国際連合総会において採択された「障害者の権利に

関する条約」では、「言語とは、音声言語及び手話その他の形態の非音声言

語」と定義され、手話は言語として国際的に認知されました。  
国は「障害者の権利に関する条約」の批准に向けて、国内法の整備を進

め、平成２３年８月に「障害者基本法」を改正し、第３条第３号において

「全て障害者は、可能な限り、言語（手話を含む。）その他の意思疎通のた

めの手段についての選択の機会が確保されるとともに、情報の取得又は利

用のための手段についての選択の機会の拡大が図られること。」と規定しま

した。  
これらの理念を実現するためには、手話が音声言語と対等な言語である

ことを広く国民に周知し、必要とする人が手話を身につけ、手話で学べる

ようにするとともに、手話を言語として普及・研究することのできる環境

整備を目的とした「（仮称）手話言語法」を制定することが必要です。  
よって、台東区議会は国に対し、「（仮称）手話言語法」を制定するよう

強く要望いたします。  
 
 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出いたします。  
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